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【足立区地域自立支援協議会くらし部会】会議概要 

会 議 名 令和３年度 第２回  

【足立区地域自立支援協議会くらし部会】 

事 務 局 福祉部 障がい福祉センター 

開催年月日 令和３年１２月１６日（木） 

開 催 時 間 午後１時３０分 ～ 午後３時３０分 

開 催 場 所 障がい福祉センター ５階ホール 

出 席 者 

（来場参加）酒井 紀幸 部会長、池田 輝子 委員、高木 光成 委員 

阿出川 忍 委員、鈴木 真理子 委員、菊池 孝子 委員、 

山田 尚美 委員、髙橋 俊哉 委員 

（Web参加）芹澤 正博 委員 

欠 席 者 照井 智幸 委員、石井 純一 委員、渕脇 美佐子 委員、三瓶 善衛 委員 

会 議 次 第 
 

１ 開会 

障がい福祉センター所長挨拶 

２ 議事 

（１）部会長挨拶 

（２）避難行動要支援者を対象とした水害時個別避難計画について 

   前回に出た質問に対する回答及び進捗状況報告 

   福祉部福祉管理課調整担当 大北係長 

（３）協議 

避難行動要支援者を対象とした水害時個別避難計画について 

質疑応答  

３ 事務連絡 

 

資 料 

 

配布資料 

・次第（添付なし） 

・くらし部会委員名簿（添付なし） 

・資料１「水害時個別避難計画書事業概要」 

・資料２「水害時個別避難計画書サンプル」 

 

様式第１号（第３条関係） 
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1 開会 

障がい福祉センター所長挨拶 

〇障がい福祉センター所長 みなさんこん

にちは。お忙しい中、第２回くらし部会にご

参加をいただきありがとうございます。 

 コロナも落ち着いてきたと言うことで、

こうしてホールに集まっていただいて開催

していますが、オミクロン株の動向が非常

に気になるところであります。感染拡大し

ないことを願うばかりでございます。 

 本日は前回に引き続き、避難行動要支援

者を対象とした水害時個別避難計画につい

ての議論が中心になるかと思います。どう

ぞ活発なご議論をお願いいたします。 

 

２ 議事 

〇酒井部会長 足立あかしあ園の酒井です。 

よろしくお願いいたします。 

前回も水害時の個別避難計画について議

論したところですが、本日も改めて、前回か

らの進捗状況も含めてご説明いただきます。 

早速ですが、福祉管理課調整担当の大北

係長よりご説明のほうをよろしくお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

〇大北係長 こんにちは。福祉管理課調整 

担当の大北と申します。よろしくお願いい 

たします。 

前回１０月６日に、水害時個別避難計画

事業を始めましたということと、概要をお

話しさせていただきました。 

その時に口頭で申し上げた数字を改めて

表にした部分のお話をさせていただきます。   

あわせて、資料１として、水害時個別避難

計画事業概要の後半部分１０ページ以降は

区が避難先として想定している、福祉避難

所立ち上げの手順や、開設を想定している

６か所の施設の状況、水害時の手順につい

て、お話ができればと思っております。 

前半は避難計画の概要の部分と、後半は

避難所の部分で分かれますので、もしよろ

しければ、一度個別避難計画をご説明し、一

旦ご意見をいただければと思います。 

よろしいでしょうか。 

〇酒井部会長  はい。 

〇大北係長 ありがとうございます。まず

個別避難計画についてお話をします。 

資料１ご覧ください。 

前半部分は１０月６日の第１回でお話し

しましたので詳細までは申し上げませんが、

足立区では災害時に一人では避難できず、

何かしらの支援を必要とする避難行動要支

援者について計画を作成しています。 

該当する方は１ページの表に載っている

通り、要介護度３～５、身体障害者手帳１・

２級を持っている方などです。２ページは

計画書を作成する優先区分です。荒川が氾

濫した際に自宅が浸水してしまう、自分で

は歩いて避難できない、避難する際に支援

してくれる方もいない、かつ障がい・介護の

度合いが重い方から優先区分Ａとして作成

を進めてまいりました。 

前回からの進捗で、優先区分Ａにつきま

しては、令和３年８月末、今年の台風シーズ

ンまでに作成しようと、７５＋１２の８７

名の計画書を１件１件訪問しながら作成し

終えました。 

 ご本人たちにも計画書をお渡しし、必要

な方にもすでに計画書を共有しています。 

現在は、優先区分Ｂとして４９８名の

方々の約半分２５０名を令和３年度中に作

成しようとして進めています。 

１２月末までには１１８名ほどを対象に、

計画書の作成を進め、１月以降も残り１０

様式第２号（第３条関係） 
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０件ほど訪問する予定にしています。 

４ページ目は、優先区分Ａの８７名がど

こに避難するのか、５ページ目はどうやっ

て避難するのか、避難の手段をお示ししま

した。 

４ページ目の避難先一覧は、都立花畑学

園に始まり足立特別支援学校までの６か所

を、水害時の福祉避難所として想定してい

ます。 

優先区分Ａの方の避難先は都立花畑学園

にベースを置いています。障がいをお持ち

の方が通っていること、花畑の地域にあり

ますので、荒川が氾濫しても浸水リスクは

少ないので、１階が浸水したとしても２階

以上は使えること。普段からバスが乗り入

れられ、車を停めるスペースが十分にある

こと。エレベーターもトイレも多くある施

設であることから、優先区分の高い方々に

は都立花畑学園を避難先として計画を作成

しました。 

花畑学園ではペット受入れの話はできて

おりませんので、総合スポーツセンターや、

あしすとに避難するケースもあります。 

中には、避難所での生活が難しいかもし

れない方もいます。福祉避難所には区職員

がいますが、ケアですとか、水があふれた際

には病院に行かれなくなるので、日頃から

つながりのある病院や福祉施設に避難がで

きないか、区で調整して、何とか受入れをい

ただいた方もいます。 

今回お手紙をいただいてから半年ほど経

って訪問しましたので、その後様子が変わ

って、施設に入られたり、長期入院されたり、

お亡くなりになられた方もいらっしゃいま

した。最新の情報を取ることがいかに大事

か、毎年の更新や確認が大事かということ

に改めて気づいたところです。 

５ページ目が、どう逃げていただくかに

なります。移送手段は、民間救急事業者と契

約し、１件１件お迎えに行って、避難先まで

お送りします。水が引いて避難情報が解除

されたら、民間救急事業者がまた家まで送

る契約を結び、民間救急事業者の力を借り

て避難をする方が４４名。その他、自家用車

で避難する医療的なケアを必要とするお子

さんが多かったですが、親御さんがいらし

て自分たちで避難する自助の部分、でご回

答いただいた方が１４名いました。 

その他徒歩で大丈夫ですとか、家族でケ

アできるので、近くの一次避難所の小中学

校で大丈夫ですと言う方もいましたので、

どこに逃げるのか、どうやって逃げるかは、

個別の事情によるということになります。 

計画書は日頃から見ていないと、台風が

来るとき、いきなり渡しに行くものではな

く、平時から関係する方々で共有して、計画

書が変わった際には、最新をお届けする想

定にしています。 

本人と契約をする事業所にも計画書を渡

していますし、関係機関やケアマネジャー

さんがいれば、その方にも計画書を渡すと

いうことです。 

６ページ目７ページ目です。 

どう連絡をつけるか。台風が来る前から、

今度は危ないかもしれないことを伝えなが

ら、明日は何時に避難しますと伝えていか

ないと、なかなか避難行動につながらない

と思っています。 

要介護者の方であれば、区から担当のケ

アマネジャーに伝え、電話や直接訪問して

いただくことを想定しています。 

障がいに該当する方ですと、区の援護係

が直接連絡をします。 

また、区外の介護事業者を使っている方

などは、福祉管理課から直接お伝えするこ

とを考えています。 
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次に７ページ目です。 

前回１０月のくらし部会でも、もし台風

が来た際に、足立区がどう事前に準備する

のか、というところを共有したく資料を出

しました。 

仮に、１０月２４日の日曜日に台風が足

立区、関東地方に接近することが、４日前、

５日前から分かったというところから、イ

メージしていただければと思います。 

日本のはるか南の海上に台風何号ができ

ましたと言う情報がニュースに出ると思い

ます。ルートや規模を見て、足立区に影響が

あるかもしれないという４日前の時点で災

害対策準備本部を立ち上げます。この準備

の段階で日曜日に予定しているイベントを

中止にする可能性は大いにあります。２年

前にはこの時点でＡ‐Ｆｅｓｔａというお

祭りの中止を決定しました。 

３日前、２日前、どうやらこのままのルー

トだと、荒川に影響が出そうだとなります

と災害対策本部に切り替えて対応します。 

この時点で、１０月２３日土曜日に避難

所を立ち上げて、高齢者等避難を発令とい

うことを１日前に決定をする予定です。 

避難行動要支援者の方々には、１０月２

３日の段階から避難していただきたいと考

えています。 

１０月２４日の最接近の時には、もう雨

風が強まり、逆に避難行動が危なくなる可

能性もありますので、土曜日の段階から避

難をしていただいて、日曜日は避難先で過

ごし、１９号のように風が強い場合には最

長３日は避難先で過ごし、避難情報が解除

されて、家に戻ることを想定しています。 

雨が止んだからすぐに帰っていいという

訳ではないのです。できれば準備本部が立

ち上がったところから、関係する方々に連

絡したいと今準備を考えています。 

テレビニュースでは、台風のルートは出

ますが、足立区だけの情報はほとんどあり

ません。 

足立区への影響により、避難情報は足立

区長が出す権限があります。足立区は今回

の台風の動きを想定し、４日前・３日前・２

日前から準備できればお知らせをして、危

機感を共有しながら対応していきたいと考

えています。 

避難行動要支援者への「災害時安否確認

申出書」の送付についてです。 

前回１０月の部会でも回答がない方への

再勧奨を実施する予定ですとお伝えしまし

た。今回１０月と１１月に避難行動要支援

者の方を対象に手紙を送っているのでお伝

えします。 

１つ目、令和２年１０月から令和３年９

月の間に新たに避難行動要支援者に該当し

た方々約３，５００名へ１０月末に「災害時

安否確認申出書」を送っています。今日時点

で回答率は５０％、半分くらいは返ってき

ています。 

２つ目は、今回初と書いてあります、昨年

１１月にお送りして、この１年間「災害時安

否確認申出書」の回答がない方々に、１１月

１９日に再度お手紙を送付しています。 

これまでは３年に１回全件に発送してい

て、回答がなくてもアプローチして追いか

けるということをしていなかったのですが、

今回は水害時の計画が始まったことから、

今回初めて再度アプローチをしました。 

対象１万名と書いているのですが、実際

には施設に入所したり、お亡くなりになっ

た方もいらして、６，０００名くらいになり

ますけれども、再度お送りして１，８００名

回答率２５％くらいの回答を得ています。

回答率はどこかで頭打ちになり、一定数は

返ってこなくなる想定ですので、ある程度
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のところで次のアプローチを考えていると

ころです。 

最後９ページ目は、足立区の訪問のイメ

ージ図です。 

だいたい１時間くらい時間をかけながら、

この事業の説明をして、ご本人に同意をい

ただいてから、計画書を作っています。 

訪問する中で厳しい意見をいただいたこ

ともありますが、一件ずつ顔を合わせなが

ら計画書を進めています。 

私からは、まずは個別避難計画の進捗に

ついては以上になります。 

〇酒井部会長 ありがとうございました。 

ここまでで、何か避難計画についてご質

問やご意見はありますか。 

〇鈴木委員 さきほど、優先度で訪問をす

ると私は理解したのですが、２４，０００人

が避難行動要支援者ということですが、Ａ

の方にしか連絡をしないとのことですが、

Ａ‐メールを使って発信しないのかなとい

う風に思ったのですが、いかがでしょうか。 

〇大北係長 ありがとうございます。 

説明が言葉足らずで失礼しました。もち

ろん、Ａ‐メールで発令はお届けしますが、

おそらくＡ‐メールの場合には、例えば今

日の午後の３時に避難情報を発令しました、

どこの避難所を開設しましたという確定情

報を流すことが第一になります。 

それよりも前に、実際に避難に携わるよ

うな事業所の方には、事前に１日前とかに

足立区は何月何日何時に避難所を開設する

予定ですと、前もってお伝えできればと思

っています。 

お一人お一人に例えば援護係を通して連

絡する方もいるので、今回台風で避難する

かもしれないことを区の職員から伝える方

もいれば、介護事業所のケアマネジャーか

ら優先区分Ａに方にお伝えするイメージで

す。 

ただし、足立区が災害対策本部を立ち上

げました、という情報をメールで送ること

は今のところ想定がないので、実際避難す

る方が準備のため、少しでも早くお伝えし、

危機感を共有できたらと思いますので、優

先区分Ａの方にしか情報がいかないという

ことではないです。 

〇小川係長 少し補足をしていいですか。 

最終的に、避難に支援が必要である方全

員にまで個別避難計画が行き届いてと言う

のが理想的な形です。現状で言うとＡラン

クの方、全部合わせると８７名の方たちは

特定され、どこの誰さんで、障がいでいうと

３０名と少ない数になりますが、北部援護

係の５名の方、千住援護係の３名の方等と

把握しています。なおかつ８月までにＡラ

ンクの方、介護の方も含めて、訪問調査をし

て、誰に連絡をしましょうか、どこの避難所

に避難しましょうか、どういう形で避難し

ましょうかを、把握できているという意味

です。区としての動きが出てきた場合には、

各援護の対象、北部援護であれば北部援護

の係長なのか地区担当なのか、例えばＡさ

んに電話をして、２日後に避難する可能性

が高まっているので準備してくださいね、

と話がいくということです。民間救急事業

者を手配するのが４４名と書いてあります

が、８７名のうちの４４名と名前が決まっ

ています。例えば東部の誰々さんというと

ころには迎えに行きますよという話が既に

ついているわけです。タイムラグは若干あ

りますが民間救急にも連絡がありますし、

場合によっては、民間救急の方から何月何

日何時に迎えに行きますと連絡がいくと言

う話になります。Ｂランクの方にも今調査

をし始めている段階です。Ａランクの方に

は、ヘルパー事業所を重度訪問介護や居宅
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介護で使っている人もいると思いますし、

１人で逃げられない人の場合、支援者がい

ない方の場合は、どういう形で逃げるか、逃

げるときに付き添う人も決まっています。

それらのこと等が個別避難計画の中に入っ

ています。 

そのうち障がいの３名くらいの人は避難

所で支援する事業所と契約をしています。

Ａさんのところに、Ｂ事業所がいつもヘル

パーとして入っているとしたら、Ｂ事業所

と契約をして、Ｂ事業所の人が避難所に行

くということまで決まっています。障がい

特性上決まった人じゃないと支援が難しい

からです。 

避難のためのヘルパーを断ったけれども、

在宅に戻るときにヘルパーを再開しなくち

ゃいけない、そこの連絡もやる。だから、サ

ービスをやめるところからサービスを始め

るところまでということになります。 

〇酒井部会長 はい、よろしいですか。 

〇鈴木委員 Ａの方は支援者がいないので

自力では避難できない方ということですね。

我々の会員も、親が高齢化していて老障介

護となっているところでは、本人（親）はで

きると思っていても、その日の状態によっ

てはできない可能性もあったり、実際に氾

濫するとなったら計画を急に変えたりとい

う状況があると思うのですが、この６か所

の避難所のところにＡ以外の人も避難して

構わないのでしょうか。 

〇大北係長 ありがとうございます。構い

ません。 

この計画が絶対ではありませんし、この

計画が意図するところは、少しでも実行性

の高い避難につなげていただきたいという

ことですので、必ずここに逃げなければい

けないということではなく、例えばより浸

水しない埼玉の知人のところに行くとか家

族のところに行くのであれば、もちろんそ

れは大丈夫です。 

ただ、少しでも逃げていただく指針とす

るために計画書を作成しているということ

です。もちろん、避難行動要支援者以外でも、

障がいをお持ちでなくてただ高齢のご夫婦

であっても福祉避難所への避難は可能です。 

また、近くの避難所にしか行ってはダメ

だということもありません。 

〇酒井部会長 はい、池田委員。 

〇池田委員 私たちのところは知的障がい

者の通所施設でＡランクに入っている人は

少ないと思うのですが、不安が大きい。親御

さんたちも高齢で、住んでいるところは何

階に住んでいるとかすべて把握しているわ

けではありません。たびたび聞いてはいる

のですが、情報はどこまで届くのかが心配

です。もちろんＡランクの方には直接連絡

がいきます。テレビとかニュースを見て避

難しようと決断される方は別ですが、情報

を把握して避難するところまで、うちの利

用者の方々がどこまで知ってもらえるのか、

ものすごく不安です。親御さんと二人とか。

自己責任と言われたらそれまでですが、何

か方法はあるのですか。 

〇小川係長 このＡランクと言うのは、足

立区の福祉管理課の方から該当すると思わ

れる方にお手紙が送られていて、「災害時安

否確認申出書」を送付して、回答が返ってき

ている人からＡランクに該当する人の人数

をまず把握していきます。３度４度の人で、

あるいは精神の障がいが軽いとか手帳が軽

めな方が支援が必要じゃないと考えている

わけではありません。そういう人たちにも

支援が必要な部分もあるだろうし、例えば

精神の一人暮らしの人で、色々なことはで

きるしＡＤＬも自立しているし動けるけれ

ども、何かの時に動けと言われても固まっ
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て動けない人も普通にいらっしゃるわけで

すね。そういう方々について、支援が必要じ

ゃないと考えているわけではありません。 

ただ、どの人にどの支援が必要なのかを

我々の方で全部把握する術はないわけです。 

そのため、まずは第一段階として「災害時

安否確認申出書」をお送りして、「助けて私

たちは大変です」と言う方々、Ａランクの方

から始めていくので、次の段階では幅が広

がっていく必要があると思うのです。 

ただ、ＡＤＬが自立しているようなタイ

プの人にとって、ここの部分は必要だけれ

ども、ここの部分は必要ないなど、これから

の課題になると思います。例えば、関係機関

が関わっている方の中から支援が必要な部

分を我々に発信していただく、我々も情報

収集していくことはこれから行き届いて、

必要な方に必要なサービスを、改めて民間

救急は必要ないとか、そういう話になって

いくと思います。 

最終的に本当に支援が必要な方への努力

を今やり始めているところで、決して必要

がないと思っているわけではないですし、

情報の届け方も、色々なタイプの方がいる

ので、これから工夫が必要だと思います。 

ただ、それを全て我々が発信していくこ

とは無理なので、色々な場面でご意見をい

ただきながら災害対策の方と一緒に考えて

いく段階にこれから進んでいくところです。 

〇酒井部会長 はい、池田委員。 

〇池田委員 施設側としてどう情報発信し

ていくとよいかを教えてもらえるとありが

たいです。できることであればやっておき

たいと言うこともあるので。不安だけを抱

えているよりも、事前に逃げたほうがいい

よ、来そうだよと言うことを、情報をちゃん

と取っている人と取っていない人がいて。

取っていない人に対して何かいい情報発信

の方法があれば教えてもらえると、少し気

持ちが安心するのですが。 

〇大北係長 ありがとうございます。 

本当に危機感を、例えば同じ区の事業所

さんの中でも、本当に今回は危ないと思っ

ている事業所さんもいれば、とは言っても

大丈夫だと言うところもあり、足立区と同

じ危機感を共有していただくことが大事だ

と思います。そのために、今は介護サービス

事業所にメールで１，０００件ほど送信し

て情報発信する方法で考えています。 

では、協定を結んでいる施設の方々に、２

年前の台風時にこうなりそうだと情報を伝

えられたかと言うと、できていなかった。 

情報共有がないまま、足立区ではこうい

うことをお願いするかもしれない、足立区

の体制や被害想定も実は共有できていなか

った。 

施設の１階に重要なものがあれば、２日

前１日前には上げなければいけなかったり、

１階に利用者さんがいる施設では、エリア

によっては２階が浸水したりします。千住

では３階でも浸水エリアに入るところもあ

ります。事業所のここに連絡が入れば、何と

か避難について伝えられるとか、今回足立

区から本当に荒川に影響があるかもしれと

連絡を受けたとか、そのあたりを共有でき

ればと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

〇山田委員 「災害時安否確認申出書」が届

いて助けてほしいということで返信する。

その作業が難しいご家庭もあるかと思って

いて、作業所で働いているのですけど、プリ

ントを配ってもなかなか伝わらなかったり、

こういうの届いてるでしょと言っても分か

らなかったりと言う保護者の方もいたりし

て、それが届いたかどうかとか、届いても分

からなくて、情報が伝わらないとか、理解で
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きない高齢の方もいるのかと思っていて、

本当は必要なのに漏れてしまっている人が

いるかと今思いました。 

〇小川係長 さきほどの池田さんのご質問

と山田さんの話とかぶるような形かもしれ

ませんが、例えば確かにＡランクに微妙な

方、池田施設長から見るとＡランクと考え

られる方が、ひょっとしたらいらっしゃる

気がします。例えば葦の会作業所に通われ

ている利用者さんで、もし水害が起こった

時に大丈夫かどうかということ。例えばハ

ザードマップを見れば、だいたいこの地域

なら何階まで浸水するのか事前に把握でき

ます。だから、葦の会作業所に通われている

方で、ご家族がしっかりしていて全然大丈

夫な方はいいと思うのですが、やはり高齢

化が進む中で、この家はＡランクには入っ

ていないけど、お父さんお母さんはご高齢

で、ご本人も多動傾向があってみたいな方

と言うのは、やはりチェックする必要があ

るのだろうと。しかしやはり、ＡランクＢラ

ンクみたいなところで言うと、なかなか表

面的には入ってこないかもしれない。だか

ら通所の事業所でもできる範囲の中で、隠

れＡランクじゃないかとか、作業所的にみ

るとちょっと危ないんじゃないかと言う人

をリストアップすることを各通所施設でで

きることかもしれないな、そうすると山田

さんの話ではないですけど、我々の方で「災

害時安否確認申出書」を出しても返ってこ

ない。もう１回出してもやっぱり返ってこ

ない方。対象にはなってはいないけれども、

通所施設の中でちょっと危ないんじゃない

かと言うご家族を把握できると思うのです

が、施設からの情報提供と区側からの情報

をブッキングすると、あらたに支援が必要

な人となってくる可能性があります。今は

私の思い付きですが。ただ、そういうアイデ

アというのは、これから必要になってくる

のかとは思います。以上です。 

〇酒井部会長 よろしいですか。他にご質

問ございませんか。 

報告の場のお話だけでは、質問やご意見

ができなかったところもあると思うのです

が、例えば各団体さん事業所さんに持ち帰

ってもらって、ご意見とかアンケートとか

取るのは可能なんですか。ご意見とか質問

とか集約しきれないとは思うのですが、く

らし部会の委員さんの事業所では話自体知

らないという方もいるでしょうし、事業所

によっては初めて見たというところもある

でしょうから、アンケートを取ることは可

能ですか。 

〇事務局（生活体験係長） 第１回と第２回

の部会を踏まえたうえで、事務局の方から

資料を各事業所さんに改めてお渡しして、

意見や質問がありましたら、それを事務局

でまとめていくことは可能だと思います。 

〇酒井部会長  意見を挙げることも含め

て検討いただきたいところもあると思うの

ですけれども、６ページで要介護に該当す

る方と障がいに該当する方の連絡・対応方

法が全然違うのですが、何か理由があるの

かどうか分からないですし。介護保険の方

はケアマネジャーから聞き取りすると書い

てあるのですが、障がいサービスにおける

相談支援専門員は特に何もしなくてよいも

のなのかとか。聞きたいこととか意見を挙

げたいことが山ほどあります。とても２時

間以内で終わらない気がします。 

〇小川係長 ６ページの８（１）と（２）で

は区が介護保険の全ての利用者を把握する

というのは難しいので、障がいのところで

言うと絶対的な数が違うという点がありま

す。優先区分ＡとＢの方は障害支援区分が

ついているので援護が把握し、人数的にも
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少ないので、援護でやり始めているのが実

態です。相談支援事業所については、相談支

援部会との連携もあるでしょうし、介護保

険の場合はセルフプランの人はいても、ほ

とんどの人はケアマネジャーがついている。

障がいの方は相談支援専門員がいない人も

まだまだいると思うので、当然相談支援事

業所との連携を念頭に置きながらも、１０

０％とはいかないところがあります。福祉

管理課でいただいたご意見やご質問にすべ

て答えることができるかは分かりませんが、

少なくてもいただいたご意見をある程度反

映することはできないことではないと思い

ます。 

〇酒井部会長 個別のケースになってくる

と、この分類だけでは対応できない方が障

がいの分野の方々では多いかと思いますの

で、その辺りを団体さんに聞いてみないと、

例えば区分４以下３とか２とかの方で自分

で移動できない一人暮らしの方もいるでし

ょうし、そいう漏れている方についてはど

こで拾っていけるかちょっと見えないので、

そういうことも含めて、みなさんから実態

の把握とご意見をお聞きしたいと思うので

すが、そういう方向で進めてよろしいです

か。 

〇事務局（生活体験係長）はい。 

〇酒井部会長 まずは、どのようにやって

いくかは後で調整させていただいて、後日

連絡する形でよろしいですか。ありがとう

ございます。 

次の説明もあると思いますので、引き続

き大北係長よろしくお願いいたします。 

〇大北係長 ありがとうございます。実は

来年４月以降訪問を予定しているＢの半分

以上の方は、身障手帳を持っている方が多

くなります。要介護を持っている方を先に

やったということもありますが、まだ走り

ながら検討している事業ですので、ご意見

いただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

続いて資料１の１０ページ以降になりま

す。ここからは足立区が立ち上げる福祉避

難所のイメージをお話ししたいと思います。

避難先のこととしてお考えください。 

１０ページは、足立区で備蓄している段

ボールベットです。次のページは、あしすと

も含めて水害で開設を予定している避難所

で、スペースが捻出できたところに備蓄を

始めました。感染症の時期でもありました

ので、４辺のうち３辺は高さ９０センチの

間仕切りで、高さは３７．５センチになりま

す。工具もいらなくて段ボールを組み立て

るという形になります。こちらを総合スポ

ーツセンターやあしすとでなどでの備蓄が

始まっています。 

次は１１ページ目になります。足立区で

立ち上げる予定の福祉避難所の一覧になり

ます。それぞれ浸水した時の深さが違いま

す。荒川が氾濫した際の想定浸水深をご覧

ください。足立区では１階が浸水しないと

ころはほぼありませんので、事前に担当部

を決めて、どこの誰が責任者や副責任者と

いうところまで決めてあります。派遣職員

数のところも見ていただくと、この６か所

は区の保健師が派遣されます。小中学校の

一次避難所には保健師は行きません。学校

の避難所については地域の方の協力もあり

ますので、区の職員の数は少ないのですが、

この６か所については、他の避難所よりも

多めの職員の派遣を予定しています。備蓄

物品については、正直まだバラバラと言い

ますか、置いてあるものも充分ではありま

せん。また、谷在家障がい福祉施設と花畑学

園には、まだ備蓄倉庫があるわけではあり

ませんので、今年もし台風があった場合に
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は、分かった段階で事前に搬入する予定で

した。今準備をしておりますので、進捗があ

りましたらご連絡します。 

１２ページ以降は、足立区の水害を想定

した福祉避難所の開設・運営手順書で６０

ページを超えるような、どういう考えでど

ういう運営をしていくかと言うに手順を書

いたものになります。その主だったところ

前半部分だけを抜粋してお持ちしました。 

１２ページは、福祉避難所を開設する際

の登場人物と思ってください。区職員は施

設ごとに指定された職員が区の災害対策本

部と連絡を取りながら開設・運営に従事し

ます。あるいは、都立の学校の施設管理者、

学校長・副校長、あとは民間施設の施設管理

者、指定管理者は区が契約している施設の

民間事業者、そういった方々が普段運営管

理しているところを避難所として開設する

ことになります。例えば河川の氾濫が高ま

って、区の職員は公務として水が来たから

と言って逃げることはないのですが、施設

管理者や指定管理者については、危険が迫

っているため、本部の方からその施設から

撤退と言うこともあるかもしれません。 

開設の前に全体会議を行います。この施

設を福祉避難所として何階以上をどう使っ

て誰が準備をしていくか、必ず会議の最初

にやりますので、その段階で同じ情報を共

有できればと思っています。例えば昼の午

後３時に避難所を開設する場合には逆算を

して５時間から７時間前には区の職員を派

遣して開設準備にあたります。開設につい

ては事前に連絡し調整します。当日の何時

間後の何時に開けますということのないよ

うに、先ほどのタイムラインで、今回開ける

かもしれません、本当に開けるかもしれま

せんというところからご連絡していくこと

になります。 

１４ページは施設利用計画になります。

どの部屋を使うか、誘導、受付、どの部屋を

使わないか、を一つ一つの施設、小中学校、

福祉避難所でも決めています。ベースを決

めておいて、当日臨機応変に対応します。受

付や運営本部室、従事者休憩所も設定しま

す。要配慮者用居室については、当然浸水し

ない部分、あしすとで言うと３階以上に設

定します。感染症対策居室は、受付の段階で

３７．５度以上の発熱者の部屋。避難所では

コロナに感染しているか分かりませんので、

３７．５度以上という判断で違う部屋に入

っていただきます。発熱があるから避難で

きませんということはなく、あくまでも避

難者ですので受け入れることになります。 

 妊産婦の部屋、介助者が複数いる場合の

交代して休憩する部屋、補助犬同伴の部屋。

おむつ交換用の部屋、施設の管理上どうし

ても入れない立ち入り禁止の部屋。これら

を全て施設の平面図などに落とし込んでい

きます。 

１５ページは、開設時の役割についても

事前に決めておく事柄です。ごみ袋の設置、

ごみの回収、避難者に伝える館内放送の使

い方です。例えば総合スポーツセンターに

行った職員はその施設で業務をしていない

ので、役割を確認し使える物品を施設管理

者の方と相談しながらやっていくことにな

ります。 

最後１６ページは、要配慮者用居室のイ

メージです。施設利用計画の段階で段ボー

ルベットの数を想定しています。出入口が

二つあるので、出入口と縦に必ず人や車椅

子が通れるスペースを確保し部屋を決めて

います。机椅子は廊下には出さず居室の端

において、その中で避難できるスペースを

作ります。感染症対策と言うことで４㎡を

基準にしてはいますが、避難者が増えてき
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た場合には、まずは水害から逃れないとい

けないので、４㎡確保できなくても避難者

を受け入れる考えで統一しています。一次

避難所も福祉避難所も同じ考えです。館内

放送を使って、避難者が増えてきたので少

し詰めてくださいなどの声かけをします。 

 資料にはありませんが、先ほどこの施設

は区の保健師が行きます、私のような事務

職が行きますと話をしました。そこで避難

先で必要なケアができるのかと言うことが

課題になります。区の保健師も普段デスク

ワークが主ですので、やはり避難先で何か

あった時の対応も含めて、看護師の配置を

検討されないのですかと言うご意見を前回

いただきました。今まだ予算が確定してい

ないので、ここでできますと言う話ではな

いのですが、何とか今できるように検討し

ています。例えば看護師は福祉避難所の全

てに配置するのは難しいかもしれないので

すが、例えば看護師とヘルパーの資格を持

った方、とその補助に入る方を外部の人材

派遣の形でできないのかと言うところです。

来年度の台風シーズンに間に合わせようと

スキーム作りを含めて検討しています。３

交代など途切れないように来ていただいて、

現場でケアができる方について外の力を借

りてできないか検討を進めています。また、

予算ですとかスキームとかそのあたりが決

まりましたら、こういった場でご報告させ

ていただければと思います。福祉避難所に

関しては何とかそれができないか今検討を

進めているところです。前回のところでご

意見をいただきましたので、ご報告させて

いただきました。 

〇酒井部会長 ありがとうございました。

福祉避難所の運営について説明いただきま

したが、皆さんの方から何かご質問とかご

ざいますか。 

〇鈴木委員 台風１９号の時に、あの時河

川が氾濫するからと言うことで区立小学校

に避難した方がいたのですが、やはり２階

以上にみなさん避難していて、今までざわ

めきの中で子どもが対応できないというこ

とで１階にとどまって保健室で退避した方

もいらっしゃって、水が来たらみんなで上

にあげてあげるからと言う対応をされたの

ですが、その後に足立区の障がい福祉課、福

祉管理課、災害対策課と私たちの会員とで

意見交換会をした時に、今度河川が氾濫し

た時には福祉避難所を早めに開設しますか

らという回答をその場でいただいていたの

で、会員としては今度河川が氾濫した時は

近くの福祉避難所に避難すればいいやと言

う頭に現在なっているのですが、前回のご

説明の中では入所施設、高齢者施設や障が

い者施設、水害の場合には開設しませんと

言うことをお聞きして、少し変わったなと

言うところで、普段通い慣れているところ

に避難しようという頭になっているので、

そこは危ないという自覚はしていると思う

のですけど、何かあれば対応してくれるの

ではないかと言うのが頭に入っているので、

その辺をこれから計画に沿っていく段階で、

私たちもまた頭を切り替える部分と、勉強

していく部分と情報共有しながらＡ‐メー

ルをちゃんと登録しないといけないとか、

そういうところもやっていかないといけな

いかなと思うのですけど、その辺の情報の

確かなところをお示ししていただけたら、

障がいを持っている親として、特に身体な

ので、雨が降っている中、車椅子の子を押し

ながら歩いていくのは、この６か所は限ら

れた地区しかかたまってないので、千住地

区の人はそこから脱出するしかないという

頭で言い続けなければいけないなと言うの

もありますし、３階だから大丈夫と言うの
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は危ないというのも、もう平時のうちから

言わなきゃいけないなと言うのは、マンシ

ョンの何階に住んでいるから大丈夫と言う

頭の方もいらっしゃるので、そうじゃない

っていうのも私たち団体としては言い続け

なきゃいけないなというのはあるんですけ

ど、新しく変わっていく情報を細やかに早

めにお知らせいただけると助かります。 

〇大北係長 ありがとうございます。 

２年前の台風の時には、最接近が土曜日

の夜からだと思うのですが、避難所を立ち

上げるのが段階的だった状況でした。金曜

日に６か所立ち上げて、土曜日の朝８時に

１０か所開いて、次１７か所開いて、午後３

時に全部開いて、でも福祉避難所ですと銘

打ったのは１か所もなかったんです。次か

らは、６か所については各小中学校が開く

のと同時に可能な限り足並みを揃えて開設

します。今協定を結ばせていただいている

福祉避難所は区の施設も入れると７７か所

あります。ただし、協定の中で使用を予定し

ているのは、ほとんど１階の地域交流室と

呼ばれるところでした。２階以上は利用者

の方や入所者の方がいるため、且つ地震を

想定した協定だったので、１階部分を使わ

せていただく協定でした。水害では利用者

の方がいる上のフロアに避難させていただ

かないといけません。そうなった際に、１階

の事務室機能も上にあげる、利用者の方の

対応があるところで福祉避難所として開設

を要請して受入れをお願いしますとなった

際に、おそらく混乱が生じることを想定し

ました。協定を結ばせていただいている福

祉避難所に開設を要請して、区の職員が全

部行くという訳ではないため、今はこの６

か所に限定をさせていただきたいと考えて

います。ただ、本当にこの６か所だけでいい

のかという議論も当然あると思いますので、

この辺り区の方針や考え方をこれからも検

討していきますので、またお伝えできれば

と思っています。 

ただ介護が必要な方は最初から上層階に

逃げていただくのが良いと思いますが、例

えば階段をすぐに上がれる方は、河川が氾

濫しても直ぐ水が来る訳でもないはずです

ので、避難者の人数によっては、１階にいて

いざと言うときには上がってくださいと言

うのも考えられるかもしれません。その時

の避難者の数と状況によりますが、一番最

初から１階に避難することはないことにな

ります。 

〇酒井部会長 はい、山田委員お願いしま

す。 

〇山田委員 親の会では、私も参加させて

いただいて、とても勉強になっていて、今日

も午前中委員会があったんですけど、各所

属から代表できている方にはご説明したり、

前々回は災害対策に対してのアンケートを

ご準備いただいて配ったり、と言う形でお

話をしたりして、できるだけ多く情報と言

うか、一人一人が住んでいるところが違う

ので、意識してもらえたら良いなと言うこ

とでやりました。          

ただ実際のところは難しい方も多くいて、

災害対策課の方にこれはこれで進めていく

中で一般区民の方、町会だったり自治会だ

ったりの方に来ていただいて勉強会じゃな

いですけど、この地域はみたいな形で共有

できると、良いと思います。避難所と言うと

地震でもなんでも同じ場所を考えてしまっ

ていた方も多くて、やっぱり近くだからみ

たいな感じがあるんですね。なので、それは

違うよと言うところを区民みんなが共有で

きて、その中で一緒に住んでいる支援者の

方たちもいる中で、みんなが両立できるこ

とがあればいいなと思っています。足立区
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でも被害を少なくするための強化策って何

かあるのですか。 

〇大北係長 ありがとうございました。前

回の時と重複するかもしれませんけど、足

立区は人口が６８万、６９万人都市です。仮

に１，０００か所避難所を立ち上げても、必

ずみなさんが避難できる人口ではないので

す。地域を回ると、私はここに住んでいるか

ら、あそこじゃないと避難できないと言う

方が多くいますが、避難所は決まっていま

せんので、どこに逃げてもいいですし、千住

の方が北に逃げるのも結構だと思いますし、

より浸水しない所に避難するのが非常に大

事なことですので、留まれる方については、

もちろん留まっていただく、足立区から出

る方についても、それも一種の避難行動で

すし、留まる覚悟と準備等してくださいと

言うことを区民の方も事業者の方を含めて

訴え続けていかなければいけないと思いま

す。普段つながりがある方がお伝えいただ

くプラス行政からもより伝わるように、伝

えたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

〇酒井部会長 他にご意見等ございますか。 

 阿出川さん、実際に福祉避難所をどうや

っていくかについて意見や想定される課題

などありますか。 

〇阿出川委員 谷在家の施設は大きな建物

です。法人でもグループホームをいくつか

経営していまして、そこの方たちがお住い

のところも浸水する可能性があるので、千

住地域にあるグループホームは谷在家の施

設で避難しようと考えています。まず２階

のフロアでお受けして、そのフロアの方た

ちを３階でみようということでエリアを分

けた方が運営がしやすいと考えています。 

〇酒井部会長 ありがとうございます。他

には大丈夫そうですか。アンケートを取る

ので、後から追加でご意見等あれば入れて

いただきたいと思います。 

最後にもう一つの方、個別避難計画書の

ご説明をお願いしたいと思います。 

〇大北係長 前回１０月には、何も書いて

いない空白の計画書をお示ししました。実

際に区の職員が訪問して、どのように書い

て作成しているのかを、少しイメージして

いただければと思い、サンプルとして今日

お持ちしました。 

 ２ページ目、目次となっていますが、ご本

人の同意を得て訪問し、あなたの水害の時

の計画を作りたいと思っています、よろし

いですか。分かりました、作ってください、

お願いします。という日付が７月１６日で

す。計画を作成し、計画書の内容に対する同

意と言うのが９月２日、作成年月日です。そ

の際に福祉管理課の私どもの名前、本人の

同意が難しい場合にはご家族親族の同意と

言うところで印がついています。特記事項

で、もしケアマネジャーさんが同行してい

るのであればその方の名前も記載せさせて

いただいています。 

具体的な内容は５・６・７ページ目と順次

埋めていくことになります。これが一冊に

なりますので、この一冊を必要な方で共有

していくと思ってください。５ページ目６

ページ目は、その方の基本的な情報、避難時

の留意事項、家から避難する際、車両も含め

て気をつけること、避難先に留まった際に、

電源、医療的な対応、食事、排泄、その他コ

ミュニケーションなど配慮すべき事項をま

とめているところです。 

７ページ８ページ目以降は、どこに逃げ、

だれが最終的に連絡するのかをお示しして

います。該当するところを黒く塗り、そこに

横に補記していく形になります。 

９ページ目以降は、必要な持ち物や連絡
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先を記載し、最後の１４ページは、計画に誤

りはございませんかと確認をして、この計

画書を実際に避難支援に関わる方にお渡し

します。よろしいですね、と言うところを自

分で書ける場合はご自身の署名、難しい場

合は代理人、この計画の内容に同意いただ

いた方にご署名いただくことをお話してい

ます。もし計画書を見直した場合には１４

ページの上で、いつ、どういうところを見直

したか、計画の変更が分かるようにしなが

ら、更新していきます。この１４ページの計

画を一冊ずつ要支援者の方に作ってお渡し

しています。内容をどんどんバージョンア

ップしていきたいと思いますので、こうい

った項目が必要ということがあれば、是非

アンケートに書いていただきたいと思いま

すので、よろしくお願い致します。 

〇酒井部会長  

避難計画書自体の対応等について質問等

ありますか。山田委員お願いします。 

〇山田委員 避難計画書の書式はすべて統

一ですか。例えば障がいが色々ある方で、こ

こをもっと幅広くとか厚くとかあったりす

ると思うのですが、基本これでみなさんが

作られるのでしょうか。 

〇大北係長 これはホームページに公開し

ていまして、あくまでベースになるもので

す。Ａ区分の中の医療的ケアが必要なお子

さんについては、それだけをまとめたワン

シートが一番後ろに別についていたり、お

薬手帳をお持ちの方でしたら、ご本人の承

諾を得て写真を撮り後ろにつけたり、漏れ

がないようにフォーマットとしては作って

います。個別の事情によってプラスアルフ

ァの情報もあると思うので、ご本人の承諾

を得たうえで付け足しも可能だと思い対応

しています。また何かあれば声を聞かせて

いただきたいと思います。よろしくお願い

致します。 

〇酒井部会長 はい、他にご質問等ありま

すか。池田委員お願いします。 

〇池田委員 その他関係機関と書いてある

のですが、私どものグループホームに警察

の方が２人来られて、３分ほど災害の時の

確認で来たんですって。何人住んでますか、

何人ですって、一応災害の時の確認で来た

んですって、何人です、そうですか、って帰

られたんですけど、情報を警察も消防も持

っている。どういった関わりがあるんです

か。 

〇大北係長 避難行動要支援者名簿と言う

２万人の名簿が足立区にあります。これは

管理・作成が義務になっています。これをお

渡ししているのが、警察署、消防署、消防団、

あと民生委員の先生方、この４者にはそれ

ぞれのエリアがありますので、警察にはそ

れぞれの管轄の名簿のデータを紙でお渡し

をし、各民生委員の地域の方々にはその地

域の方のデータを名簿としてお渡ししてい

ます。年１回更新をかけて、手渡しでお渡し

しているので、もしかしたらその名簿の情

報に基づいて確認に来たのかもしれません。

それを持って区で確認に行ってくださいと

お願いしているわけではないです。もしか

したらそれに基づいて回ったのか、分から

ないですが、住所、名前、生年月日、緊急連

絡先、を名簿としてお渡ししていますが、お

願いしたわけではないです。 

〇池田委員 もし何か、水害が想定される

ときに、消防署が来るか警察が来るのか分

からない。この地区の民生委員さんのこと

を私たち全然知らないのですが、顔をつな

ぐための方法がありますか。私たちはどな

たが民生委員か知らないのです。何かあっ

た時に相談するにしても知らないのです。

紹介してくれる術はあるのですか。 
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〇菊池委員 民生委員の代表としてお話し

させていただきます。実は私ども民生委員

は町会に必ず１名はいますので、民生係に

聞いてくださったほうがいいと思います。

私はどこどこの地区に住んでいます。そう

するとその地域の方を教えてくださいます。

必ずいますので、聞いてみてください。私は

佐野地区に住んでおりますので、さらにそ

の中に六木とか大谷田とか佐野とか、そう

いうところを含めて佐野地区と言う形にな

っていますので、さらに大きく分けると第

二合同と言う形になってます。足立区全体

で５００人くらいおりますので、民生係に

聞いてみてください。お願い致します。 

〇酒井部会長 はい、ありがとうございま

した。多分、近くの住区センターさんがその

辺の情報を把握されているので、聞かれる

と便利かなと思います。お答えいただける

かと思います。       

他にございますか。では、こちらの方に関

しても内容についてはアンケートで追加が

あればお答えください。以上ご説明いただ

きましたが、ここで水害に関わらず他の災

害も含めてご意見とかご要望とかございま

すか。今回水害をテーマにしましたが、話に

も出てきましたように最近地震が多くなっ

てきていますし、その辺気になっているこ

とがございましたら、今回せっかくの機会

ですので、ご意見やご質問等ありましたら

お願いします。水害に対する内容につきま

しては、また改めて事務局よりご連絡させ

ていただきます。 

今年度は２回でくらし部会は終わりにさ

せていただきますので、何か追加でこうい

うことの内容を確認したいとか、ご意見等

ございましたら、いかがでしょうか。そした

ら継続して少しお話があった地域生活拠点

については、２月の本会議の中で発表があ

りますので、情報が入ったら部会員さんの

方にも情報を出したいと思います。簡単に

口頭で今年度の経緯を担当者会とかについ

てご説明していただいてよろしいですか。 

〇事務局（生活体験係長）地域生活支援担当

の石川がおりますので、マイクを渡したい

と思います。 

〇石川係長 今年度より地域生活拠点の担

当をしております。昨年度末に足立区とし

て地域生活支援拠点を整備するということ

でご報告をしました。地域生活支援拠点は

５つの機能を担います。障がいを持ってい

る方の重度化、親亡き後でも慣れた地域で

暮らしていくために準備をする事業です。

足立区は、特に緊急時の受入れの事業所、相

談の事業所、一人暮らしのための宿泊グル

ープホームなどの体験、この３つの機能を

担う区内の事業所に担当になってもらって、

行政である障がい福祉課と障がい福祉セン

ターがチームになって、足立区の拠点をど

ういう風に整備していくかと言うところを

今年度進めております。担当者全員が集ま

る担当者会は、コロナで遅れたのですがＷ

ｅｂで３回させていただきました。その中

で、もっと詳しく打合せたいということで、

相談支援事業所のワーキンググループと、

緊急のワーキンググループとで地域の課題

を抽出しました。短期入所が足立区にはま

だ少なくて、緊急の時も区内や都内でも受

入れ先を探さなければならないと言う現状

があります。短期入所の事業所はすぐには

できないのですが、このチームでどうすれ

ば利用者さんを安心して早く受入れること

ができるのか、どういう工夫ができるのか、

そのために今すぐ着手することは何かと言

うところは話が詰まっております。具体的

には、緊急受入れ先のリストをまとめるこ

と。リスト作りをこれからも進めていく形
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です。また、今回２月２８日の本会議でご報

告させていただきたいと思います。 

〇酒井部会長 同じく拠点として検討して

いる、緊急保護は事例として挙がったので

すか。 

〇石川係長 拠点としての緊急の対応はま

だ事例として挙げることはできておりませ

ん。整備して立ち上がるまでは、相談の入口

ですとか、どう拠点とするかとも今進めて

いるところです。 

〇酒井部会長 ありがとうございます。ま

た、進捗等については引き続きみなさまに

も情報をお渡ししたいと思いますので、よ

ろしくお願い致します。それでは、議事内容

は以上ですので、事務局にお返し致します。 

〇事務局（生活体験係長） 本日はありがと

うございました。アンケートですが、酒井部

会長ともご相談させていただいて、みなさ

んからこういう項目が良いんじゃないかと

言うご意見がございましたら、お伝えいた

だければと思います。ご協力よろしくお願

い致します。 

本日の議事録ができましたら、お送り致

しますので、ご確認をお願いできればと思

います。 

以上を持ちまして、第２回くらし部会を

終了いたします。お忙しい中、本当にみなさ

まありがとうございました。 


